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平成２６年第１３回農業委員会総会 

 

         平成２６年１２月１９日午後３時３０分 八街市農業委員会総会を 

         八街市役所第１会議室に招集し、内容は次のとおりである。 

 

１．出席者 

    １．内 藤 富 夫      ８．高 橋  猛      15．小 川 正 夫 

    ２．舩 木 勝 利      ９．森  邦 央      16．日 暮 守 信 

    ３．岩 品 要 助      10．武 藤  功      17．石井とよ子 

    ４．池 田 寿 男      11．長谷川英雄      19．保 谷 俊 雄 

    ５．貫 井 正 美      12．宇津木邦雄      20．金 子 正 弘 

    ６．林  和 弘      13．中 村 勝 行      21．中 川 利 夫 

    ７．山 本 重 文      14．長 野 猛 志      22．三 須 裕 司 

 

２．欠席者  

    18．鈴 木 勝 雄 

 

３．事務局 

    事 務 局 長  醍 醐 文 一         主 査 補  宮 内 清 志 

    副 主 幹  菅 沼 邦 夫         副 主 査  浅 井 久 子 

 

４．議決事項 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について 

    議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

 

５．その他 

    報告第１号 農地法第５条第１項第１号の規定による農地転用の届出について 

    報告第２号 農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届出について 
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○醍醐事務局長 

 開会を宣す。（午後３時３０分） 

○三須会長 

 平成２６年度第１３回総会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 暮れも押し迫るなか、公私ともにお忙しいところ、１時半からの平成２６年度農業経営基盤

強化強調月間に係る市町村巡回研修会に引き続き本総会に多数の方の参加をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 さて、今月の案件につきましては、農地法第３条、第４条、第５条、本体で１４件で、農地

利用集積計画の承認について４件、報告案件５件、合わせて総件数２０件が提出されておりま

す。慎重審議をお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は２１名です。委員定数の過半数以上に達しておりますので、この総会

は成立いたしました。 

 なお、鈴木部長より欠席の届け出がありましたので、ご報告申し上げます。 

 それでは、日程に従いまして、会務報告をお願いいたします。 

○醍醐事務局長 

 それでは、会務報告を報告申し上げます。 

 １１月２３日日曜日午後９時から、第３６回八街市産業まつりが八街中学校で開催されまし

て、三須会長並びに事務局全員が出席いたしました。 

 また、１１月２７日木曜日午前１０時から、転用事実確認、現地調査を市内で実施し、保谷

委員、金子委員に出席いただいております。 

 １２月に入りまして５日金曜日午後１時半から、転用事実確認、現地調査及び農地パトロー

ルを市内実施しまして、これにつきましては中川副会長、内藤副部長、長谷川委員に出席いた

だいております。 

 また、１２月１５日、転用事実確認、現地調査を市内実施しまして、これには武藤副部長、

舩木委員、池田委員、中村委員、金子委員に出席いただいております。 

 以上で報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、議事録署名人の選任についてでございますが、議長からの指名することで異議がない

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三須会長 

 異議なしと認め、こちらから指名申し上げます。 

 今月は、議席番号１１番、長谷川委員、１２番、宇津木委員にお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、１号から３号までを議題といた

します。 
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 事務局、説明願います。 

○菅沼副主幹 

 それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、区分、賃貸借。所在、八街字立合松南。地目、畑。面積、１，４３８平方メートル

ほか１筆、計２筆の合計面積４，０２０平方メートル。権利者事由、新規で農業経営を始めた

い。義務者事由、農業経営の規模を縮小したい。なお、本案件は議案第１号、２番に関連して

おります。 

 番号２、区分、売買。所在、八街字北栄。地目、畑。面積１，１１０平方メートルほか３筆、

計４筆の合計面積２，１７９平方メートル。権利者事由、新規で農業経営を始めたい。義務者

事由、相続で農地を取得したが、農業をしていないため売却したい。なお、本案件は議案第１

号、１番に関連しております。 

 番号３、区分、賃貸借。所在、沖字西沖。地目、畑。面積１，５５３平方メートルほか３筆、

計４筆の合計面積４，７３３平方メートル。権利者事由、農業経営の規模を拡大したい。義務

者事由、農業経営の規模を縮小したい。 

 以上です。 

○三須会長 

 議案の説明が終わりましたので、担当委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、２番は関連がありますので、一括して調査報告をお願いいたします。池田委員、お願

いします。 

○池田委員 

 議案第１号、１番及び２番について、調査報告をします。なお、１番については、申請地が

住野の案件ですが、権利者が同じということで関連しておりますので、私が一括して調査報告

をします。 

 当該申請は、権利者は建築会社の社長をしているが、実際は子どもに任せているため、今後

は農家育ちということもあり、新規で農業を始めたいということです。申請地について、１番

の申請地は市役所より北に約５キロメートルで、耕作地であります。進入路はありませんが、

隣接農地が義務者の農地で、通行については承諾しております。義務者が知り合いなので、農

地を借りることにしたそうです。 

 ２番の申請地は、市役所より西に約４キロメートルで、現在は休耕地であります。境界は確

定しており、進入路も市道に面しております。農地を探していたところ農政課から紹介され、

現地を確認したらよく管理されていたので決めたそうです。申請地は全て農振農用地でありま

す。 

 次に、農地法第３条第２項各号に該当するか否かについて報告します。主な農機具について、

トラクター１台、耕運機１台、２トントラック１台、その他必要な農機具については、１番の

義務者から借りるということで確認しております。また、農業用倉庫は、２番の申請地に簡易

的な倉庫があるため、当面はその倉庫と１番の義務者の倉庫を借りて利用するそうです。労働
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力は権利者１名、年間農作業従事日数は２００日で、今後は雇用人も考えているそうです。ま

た、農業知識や経験については、権利者は農家育ちで４０歳頃まで実家の農業を手伝っており、

１番の義務者とは知り合いのため、協力してもらえることになっているそうです。 

 次に、申請地の営農計画について。住居から申請地までは２０キロメートル圏内で、車で１

５分程度、作付計画は夏作がスイカと落花生、冬作がニンジンで、知り合いを通じて八街北部

連合出荷組合に出荷できるように話をしてあるそうです。面積要件については、２つの申請を

合わせて下限面積の５０アールを満たしており、周辺地域における農地等の農業上の効率的か

つ総合的な利用の確保についても支障はありません。その他、近隣住民や耕作者から苦情等が

あった場合には速やかに対応し、耕作放棄地にはしないということを事務局で確認しておりま

す。 

 以上の内容から、権利者が権利取得後において耕作に必要な農作業に常時従事し、申請地の

全てについて効率的に利用すると認められますので、議案第１号、１番及び２番の案件は、農

地法第３条２項各号には該当しないことから、許可相当と判断いたしました。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、３番、林部長、お願いいたします。 

○林部長 

 それでは、議案第１号、３番について、調査報告を申し上げます。 

 まず、申請地は市役所から南へ約８．５キロメートル地点に位置し、県道岩富山田台線より

市道に面し、進入路は確保されております。また、境界は石杭にて確保されております。現況

は、農地としてトラクターにおいて耕されております。 

 次に、農地法第３条第２項の不許可基準に該当するか否かについて、報告いたします。 

 権利者の所有している主な農機具は２トントラック１台、トラクター１台、散水設備一式を

所有しており、今後、トラック１台と耕運機１台を自己資金にて購入する予定だそうでござい

ます。労働力につきましては、権利者１名と４名の常時雇用者を雇っています。年間の作業従

事日数は、権利者が２００日で、雇用者も平均２００日です。技術力あり、面積要件について

も下限面積の５０アールを満たしております。現在所有する農地は全て適切に利用及び保全管

理されており、また、過去に３条許可した耕作放棄も農地に復元されていることを事務局で確

認しております。また、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

ついても支障はありません。その他参考となる事項といたしまして、作付はダイカンドラ、営

農計画はこれまでの申請と全て同じです。 

 以上の内容から、権利者及び世帯員等が権利取得後において耕作に必要な農作業に常時従事

し、申請地を含めた全ての農地について効率的に利用すると認められ、農地法第３条２項各号

の不許可基準には該当しないことから、本案件は何ら問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 
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 担当委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○三須会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切りまして、お諮りいたします。 

 議案第１号、１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、１番については許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、２番については許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、３番については許可相当で決定いたします。 

 次に、４番についてを議題といたします。 

 菅沼副主幹、説明願います。 

○菅沼副主幹 

 続きまして、議案第１号、番号４、区分、地上権。所在、沖字西沖。地目、畑。面積１，５

５３平方メートルのうち１８５．０１平方メートルほか１筆、計２筆の合計面積３，８０７平

方メートルのうち５１９．６４平方メートル。権利者事由、農地の借受者が耕作継続しながら、

上部に地上権を設定して営農型太陽光発電事業を行い、安定した収入を得たい。義務者事由、

権利者から要望されたため。なお、本案件は、議案第４号、７番に関連しております。 

 以上です。 

○三須会長 

 本案件は議案第４号、７番と関連しておりますので、後ほど担当委員の調査報告を受けた後

に採決いたします。 

 次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請を議題といたします。 

 事務局、説明願います。 

○宮内主査補 

 それでは、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

 番号１、所在、八街字北四番地先、地目、畑。面積５，３６５平方メートルのうち１９４．

３０平方メートルです。転用目的、貸駐車場用地です。転用事由は、申請地近隣におきまして

こども園が開業することに伴い、駐車場として借りたいとの要望があったため駐車場として整
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備し、貸し付けるものです。農地の区分は、第２種中高層住居専用地域にある農地であり、第

３種農地と判断されます。 

 番号２、所在、砂字堀込地先。地目、畑。面積は１，７２７平方メートルです。転用目的は、

太陽光発電施設用地です。転用事由は、当該申請地に太陽光発電施設を設置し、安全な自然エ

ネルギーを利用した太陽光発電事業により安定した収入を得るというものです。農地の区分は、

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、第２種農地と判

断されます。 

 以上です。 

○三須会長 

 議案の説明が終わりましたので、担当委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番、舩木委員、お願いいたします。 

○舩木委員 

 議案第２号、１番について、調査報告を申し上げます。 

 立地基準ですが、ＪＲ八街駅から西へ約１．３キロメートルに位置し、市道に接続しており

ます。農地性としては、事務指針２８ページ④の○b の（ウ）に該当するため、第３種農地と判

断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は貸駐車場１０台分、１９４．３０平方メートルであり、面

積妥当と思われます。資金につきましては自己資金で賄う計画となっております。申請地は、

小作人等支障となるものはなく、隣接する農地は権利者の所有となっております。事業計画で

すが、平成２７年４月に開園する明徳やちまたこども園の送迎用の駐車場として借りたいとの

要望があり、駐車場として整備して貸し付けたいということです。必要性も認められます。事

業区域内については、農地がブロック２段積み、敷地内、砕石敷、雨水排水については自然浸

透といたします。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、２番、山本委員、お願いいたします。 

○山本委員 

 議案第２号、２番について、調査報告をいたします。 

 この案件は、１０月の総会にかかって取り下げになった案件でございます。 

 立地基準ですが、市役所より南西へ約７キロメートル、市道に接しています。農地区分です

が、２９ページの⑤の（ｂ）に該当するため、第２種農地と判断しました。代替性の有無はな

いものと思われます。 

 次に、一般基準ですが、資金は借入金、申請地における小作人の有無はありません。それか

ら、災害発生のおそれですが、ないものと思われます。それから、日照、通風等への支障です

が、ないと思われます。なぜかというと、この方は植木をやっていまして、昨今の状況から植
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木が販売ができなくなり、今現在は抜根されて、きれいな畑の状態になっています。事業計画

ですが、まず、土地の選定理由、日当たりがよく発電に適している。それから、用水ですが、

上水は使用しない。汚水は発生しない。雨水は浸透処理すると。防災計画ですが、人、小動物

が侵入しないように周囲をフェンスで囲む。高さが低い施設のために、日照、通風への影響は

ないというところで、あと、その他ですが、苗木を生産していたが、近年の不況により植木の

需要が激減したことにより、出荷がほとんどとまっていたと。生産物が大きくなり、商品価値

が低下していた。大木になり、周辺の日当たりも悪くなったので伐採する必要性が生じたとい

うことで、何ら問題はないものと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○三須会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○三須会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第２号、１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、１番については許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、２番については許可相当で決定いたします。 

 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について議題とい

たします。 

 事務局、説明願います。 

○宮内主査補 

 それでは、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてご説

明いたします。 

 番号１、所在、八街字大谷津地先。地目、畑。面積３１９平方メートルほか１筆、計２筆の

合計面積３２９平方メートルです。当初計画の目的は専用住宅用地です。変更後の目的は太陽

光発電施設用地です。計画変更の事由は、専用住宅１棟の建築をやめ、太陽光発電施設に変更

し、安全な自然エネルギーを利用した太陽光発電事業により安定した収入を得るものです。農

地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、第

２種農地と判断されます。 

 以上です。 
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○三須会長 

 議案の説明が終わりましたので、担当委員の調査報告をお願いいたします。 

○内藤副部長 

 それでは、議案第３号、１番、５条の計画変更について、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地はＪＲ榎戸駅より南へ約１．５キロメートルに位置し、公衆

用道路に接していることにより、進入路は確保されています。農地性としては、事務指針２９

ページの⑤の（ｂ）に該当するため、第２種農地として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は、太陽光発電施設用地ということで太陽光パネルを設置す

るための申請面積は３２９平方メートルであり、面積妥当と思われます。資金につきましては、

借入金にて賄う計画になっております。事業計画ですが、埋め立てはなし、外部から土砂の搬

入なしで整地のみです。また、用水、排水はなしで、雨水は敷地内自然浸透で、周囲にはフェ

ンスを施し、安全性を確保するとのことで、土砂の流出はなしです。権利者は、当初、両親の

家を建てる予定で購入しましたが、両親が亡くなり、今後は発電事業で安定収入を計画しまし

た。そのことにより、必要性が認められます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないと思われます。 

 以上です。 

○三須会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○三須会長 

 質疑がないようでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第３号、１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、１番については許可相当で認めます。 

 次に、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。 

○宮内主査補 

 それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたします。 

 番号１、所在、文違字文違野地先、地目、畑、面積２３４平方メートルほか５筆、計６筆の

合計面積９７９平方メートルです。区分は売買です。転用目的は、建売分譲住宅用地です。転

用事由は、不動産業を営む権利者が住宅３棟を建築し、販売するものです。農地の区分は、農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等の理由から、第２種農地と判断

されます。 

 続きまして、番号２、番号３は関連しておりますので、一括してご説明いたします。 
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 まず、番号２、所在、大木字北大富向地先。地目、畑。面積１，６３０平方メートルです。

番号３、所在、地目同じく、面積１，０２２平方メートルです。区分は売買です。転用目的は、

宅地分譲用地です。転用事由は、不動産業を営む権利者が１１区画分の住宅用地を造成し、販

売するものです。農地の区分は、第１種住居地域にある農地であり、第３種農地と判断されま

す。 

 なお、本件は、１，０００平方メートル以上の土地に対する開発行為となりますので、都市

計画法との調整が必要となる旨、意見に付すことが妥当かと思われます。 

 番号４、所在、八街字笹引地先。地目、畑。面積９９平方メートルほか１筆、計２筆の合計

面積２２１平方メートルです。区分は売買です。転用目的は、貸駐車場用地です。転用事由は、

不動産業を営む権利者におきまして、現在、申請地の隣接地にある施設に土地、建物を賃貸し

ているが、施設の経営者より駐車場の要望があったため当該申請地を取得し、駐車場として貸

し付けるものです。農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い

農地等の理由から、第２種農地と判断されます。 

 番号５、所在、四木字西四木地先。地目、畑。面積３５０平方メートルです。区分は使用貸

借です。転用目的は、専用住宅用地です。転用事由は、現在アパートに居住している権利者が

実家に隣接している申請地に住宅を建築し、移り住むものです。農地の区分は、農用地域内に

ある広がりのある農地であることから、第１種農地と判断されます。 

 番号６、所在、八街字畑ノ井地先。地目、畑。面積３，９６６平方メートルのうち３，０２

３．７０平方メートルです。区分は賃貸借です。転用目的は、太陽光発電施設用地です。転用

事由は、当該申請地に太陽光発電施設を設置し、安全な自然エネルギーを利用した太陽光発電

事業により安定した収入を得るものです。農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない

小集団の生産性の低い農地等の理由から、第２種農地と判断されます。 

 番号７、所在、沖字西沖地先。地目、畑。面積は１，５５３平方メートルのうち０．１０平

方メートルほか１筆、計２筆の合計面積３，８０７平方メートルのうち０．３４平方メートル

です。区分は、使用貸借による一時転用です。転用目的は、営農型太陽光発電施設用地です。

転用事由は、農地の借受者が営農を継続し、耕作地上部に地上権を設定して営農型太陽光発電

事業を行い、安定した収入を得るものです。農地の区分は、農用地域内にある広がりのある農

地であることから、第１種農地と判断されます。なお、本件は議案第１号、４番に関連してお

ります。 

 以上です。 

○三須会長 

 議案の説明が終わりましたので、担当委員の調査報告をお願いいたします。 

 １番について、中川副会長。 

○中川委員 

 それでは、議案第４号、１番の調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は、八街駅から北へ約２．３キロメートルに位置し、市道に
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接しており、進入路は確保されておるようです。農地性としては、農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性の低い農地ですので、事務指針２９ページの⑤の（ｂ）に該当するた

め、第２種農地として判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、建売分譲住宅３棟用地ということで、申請面積は９７９平方メート

ルであり、建築面積との関係においても面積妥当と思われます。資金につきましては、全額自

己資金にて賄う計画となっております。申請地には、小作人等の権利設定はなく、土地改良受

益地でもありません。事業計画ですが、用水は市の水道で、生活排水は合併浄化槽を経由し、

Ｕ字溝へ放流、雨水は貯留浸透です。権利者である会社は、県内全域に建売住宅事業を展開し

ており、事業の妥当性についても認められます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本件は何ら問題ないと思われます。 

 以上で報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、２番、３番は関連していますので、一括して調査報告をお願いいたします。 

 石井委員、お願いいたします。 

○石井委員 

 それでは、議案第４号、２番、３番についての調査報告を申し上げます。 

 立地基準ですが、ＪＲ八街駅より南東方向ヘ約１キロメートルに位置し、市道を通り、進入

路は確保されております。農地区分としては、用途地域内第１種住宅地域にある農地ですので、

事務指針２８ページ④の○b の（ウ）に該当するため、第３種農地と判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、２番の申請面積１，６３０平方メートル、３番の申請面積１，０２

２平方メートルでありますが、宅地分譲１１区画でありますので、面積妥当だと思われます。

事業計画でありますが、交通の便がよく、宅地開発を行うのに適しているため、宅地分譲とし

て１１区画、それに伴う道路、ごみ置き場、給排水施設等を計画しているとのことです。造成

計画としては、現況の地盤より全体的に１メートルほど盛り土をし、場外搬入路が必要なため、

購入土を使用し、盛り土をするとのことです。あと、土地選定理由ですが、申請地は開発行為

における取付道路への接道義務を満たしており、土地所有者への理解を得ることができたため

選定したそうです。資金の確保につきましては、自己資金で賄う計画となっております。申請

地には、小作人、権利移転に対して支障となるものはありません。申請に係る農地と一体とし

て利用する農地以外の土地も利用するため、権利を取得する見込みとのことです。あと、雨水、

用水とは、接道となる市道に水道管が埋設してあるのでそこに延長し、各宅地に引き込むとの

ことです。排水は、各宅地に設置する雨水貯留槽にて、オーバーフロー分を前面道路Ｕ字溝に

接続、放流するそうです。汚水・雑排水、区域内道路に新設する汚水本管へ設置する汚水桝か

ら取付管を接続し、放流するとのことです。防災計画でありますが、状況に応じ警備員を配置

し、囲い等で道路通行者等に対し安全を確保するとのことです。周辺農地の営農条件、被害防

除対策としては、工事中は盛り土をするため、流出防止に努め、日照、通風については関係法

令を守りますとのことです。隣接農地所有者、耕作地への説明もしてあるとのことでしたので、
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支障となることはないと思われます。また、土地改良受益地でもありません。権利者は、土木

建築工事、建設、設計、不動産業等を営んでおり、許可後、速やかに事業を行うものと判断い

たしました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、４番、岩品副部長、お願いいたします。 

○岩品副部長 

 議案第４号、４番に係る調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街神社後方約３００メートルに位置し、市道に面してお

り、進入路は確保されています。農地性としては、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地ですので、事務指針２９ページ⑤の（ｂ）に該当するため、第２種農地と

判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は貸駐車場用地ということですが、権利者は隣接地で有料老

人ホームを経営している会社に土地及び建物を賃貸しており、その既存の駐車場では手狭なた

め、必要性においても認められます。また、申請面積２２１平方メートルであり、事業内容か

らも面積妥当と思われます。代替性はないと思われます。資金の確保につきましては、自己資

金にて賄う計画となっております。申請地には小作人等権利移転に対して支障となるものはあ

りません。 

 次に、隣接農地に対する被害防除計画ですが、計画では、整地のみで利用するとのことで、

また、隣接農地はなく、土砂等の被害を与えることはないものと思われます。申請地は、土地

改良受益地ではありません。権利者は、現在、駐車場が不足しているため、許可後、速やかに

事業を行うものと判断いたしました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 続きまして、５番、中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 

 では、議案第４号、５番について調査報告をします。 

 まず、立地基準ですが、申請地は市役所より南へ約８キロメートルに位置し、八街市道に面

しており、進入路は確保されています。農地区分としては、広がりのある第１種農地です。 

 次に、一般基準ですが、本申請は専用住宅用地ということですが、申請面積は３５０平方メ

ートルであり、建築面積との関係においても面積妥当と思われます。資金の確保は、借入金に

て賄う計画となっております。申請地には小作人等権利移転に対して支障となるものはありま

せん。 

 次に、周辺農地の営農への支障については、隣接農地の所有者は父親であり、特に被害防除
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対策は必要ないということになったが、被害発生が予想される状況になったときは、双方で速

やかに対策を行う。また、申請地は、土地改良受益地ではありません。権利者は、現在アパー

ト住まいであるため、申請地に専用住宅を建築したいとの理由もあり、必要性も認められ、あ

わせて、許可後速やかに事業を行うものと判断しました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題のないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、６番について、池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 

 議案第４号、６番について、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準ですが、申請地は、八街市スポーツプラザから西へ約１キロメートルに位置

し、市道に接しております。農地性としては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地ですので、事務指針２９ページの⑤の（ｂ）に該当するため、第２種農地とし

て判断いたしました。 

 次に、一般基準ですが、本申請は、太陽光発電施設用地ということで、太陽光パネルを１，

４０４枚設置するための申請面積は妥当であると思われます。資金につきましては、自己資金

にて賄う計画となっております。申請地には、小作人等権利移転に対して支障となるものはあ

りません。また、土地改良受益地でもありません。事業計画ですが、用水は使用せず、雨水は

敷地内自然浸透です。周囲にはコンクリートブロック積みとフェンスを設置し、隣地への雨水

等の流出を防止するとのことです。権利者である会社は、太陽光発電システムと電化製品を扱

っており、今後、新たに太陽光発電事業による収益増を図っていくことから、必要性も認めら

れます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに、本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 次に、７番、林部長、お願いいたします。 

○林部長 

 それでは、議案第４号、７番について、調査報告を申し上げます。 

 まず、立地基準でありますが、市役所より南へ約９キロメートル地点に位置し、県道岩富山

田台線より市道に面し、進入路は確保されております。農地区分でありますが、事務指針２６

ページ②の○a に該当し、例外のある第１種農地と判断いたしました。計画面積の妥当性であり

ますが、太陽光発電施設として適当であると思われます。資金につきましては、自己資金及び

借入金にて賄われる計画となっているそうです。申請地には、小作人等はございません。 

 それから、関連しております議案第１号、４番、農地法第３条の地上権の権利設定の許可申

請についてでございますが、周辺の農地に関わる営農条件に支障はなく、当該農地の賃借人の

同意を得ているため、許可相当と判断いたします。ただし、当該申請は、５条一時転用に関連
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していることから、５条一時転用の知事の処分を待ち、知事の処分と同様の処分に合わせて会

長専決とすることが望ましいと思います。 

 以上で調査報告を終わります。 

○三須会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。ございませんでし

ょうか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○三須会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第４号、１番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、１番については許可相当で決定いたします。 

 次に、２番について、都市計画法の調整を条件に、原案のとおり決定することに賛成の委員

の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、２番については許可相当で決定いたします。 

 次に、３番について、都市計画法の調整を条件に、原案のとおり決定することに賛成の委員

の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、３番については許可相当で決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、４番については許可相当で決定いたします。 

 次に、５番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、５番については許可相当で決定いたします。 

 次に、６番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、６番については許可相当で決定いたします。 
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 次に、７番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、７番については許可相当で決定いたします。 

 続いて、７番の関連案件である議案第１号、４番について、担当委員の報告は許可相当です。

また、議案第１号、４番の最終決定につきましては、５条の一時転用に関連していることから、

知事の処分に合わせて会長専決として処理してはどうかとの意見がありましたが、今後の事務

処理については会長専決ということでよろしいでしょうか。お諮りいたします。いかがでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○三須会長 

 異議なしということでございますので、今後の事務処理については会長専決ということにい

たします。 

 それでは、ここで、会議中ですが、１０分ほど休憩をとりたいと思います。 

休憩 午後４時２０分 

再開 午後４時３５分 

○三須会長 

 会議を再開いたします。 

 休憩前に戻り会議を再開します。 

 議案第５号、農地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

 事務局、説明願います。 

○菅沼副主幹 

 それでは、議案第５号、農用地利用集積計画の承認について、ご説明いたします。 

 本件につきましては、平成２６年１２月１１日付で、八街市長から農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められております。 

 番号１、所在、八街字藤株。地目、畑。面積５，８８７平方メートルのうち５，０００平方

メートル。利用権の種類は賃貸借、期間は３年、再設定です。 

 番号２、所在、八街字藤株。地目、畑。面積８，３７０平方メートルのうち７，０００平方

メートルほか１筆、計２筆の合計面積１万６５０平方メートルのうち９，０００平方メートル。

利用権の種類は賃貸借、期間は３年、新規です。 

 番号３、所在、沖字南沖。地目、畑。面積１，７７８平方メートルほか３筆、計４筆の合計

面積６，０７４平方メートル。利用権の種類は使用貸借、期間は６年、新規です。 

 番号４、所在、沖字南沖。地目、畑。面積１，９８３平方メートル。利用権の種類は使用貸

借、期間は６年、新規です。 

 なお、ただいまご説明いたしました番号１から４までの案件につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。 
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 以上です。 

○三須会長 

 議案の説明が終わりましたので、一般質疑をお願いいたします。ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○三須会長 

 質疑なしということでございますので、質疑を打ち切り、お諮りいたします。 

 議案第５号、１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたし

ます。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、１番については承認することに決定いたします。 

 次に、２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、２番については承認することで決定いたします。 

 次に、３番について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、３番については承認することに決定いたします。 

 次に、４番について、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

○三須会長 

 挙手全員でありますので、４番については承認することで決定いたします。 

 次に、報告第１号、農地法第５条第１項の規定による農地転用の届け出について、事務局、

説明願います。 

○宮内主査補 

 それでは、報告第１号、農地法第５条第１項第１号の規定による農地転用の届け出について、

ご説明いたします。 

 番号１から番号４までは関連しておりますので、一括してご説明いたします。 

 番号１、所在、八街字笹引地先。地目、畑。面積１万２，３６１平方メートルのうち１，５

００平方メートル。 

 番号２、所在、東吉田字越戸地先。地目、田。面積２，２８０平方メートルのうち３６６．

５０平方メートル。 

 番号３、所在、東吉田字越戸地先。地目、田。面積１，７８５平方メートルのうち４４８．

２０平方メートル。 

 番号４、所在、勢田字東地先。地目、田。面積１，２５５平方メートルのうち４２６．９０
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平方メートルです。 

 転用目的は、資材置き場及び作業ヤード用地ということです。事業内容は、国が行う北総中

央農業水利事業の工事に伴い、一時的に使用するものです。なお、一時転用期間は、１番が平

成２６年１２月２２日から平成２７年３月３１日までで、２番から４番が平成２６年１２月１

５日から平成２７年３月３１日までとなっております。 

 以上です。 

○三須会長 

 報告第２号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届け出について、事務

局、説明願います。 

○宮内主査補 

 それでは、報告第２号、農地法施行規則第５３条第５号の規定による農地転用の届け出につ

いて、ご説明いたします。 

 番号１、所在、文違字台地先。地目、畑。面積は４９５平方メートルのうち６９．９４平方

メートルです。転用目的は、道路拡張用地です。事業内容は、八街市が行う道路拡張用地とす

るものです。 

 以上です。 

○三須会長 

 報告第１号及び第２号につきましては報告事項です。事務局の説明をもって承諾願います。 

 以上で本日の審議すべき案件は全て終了いたしました。 

 ご苦労さまでした。 

○醍醐事務局長 

 閉会を宣す。（午後４時４１分） 
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